
管轄する警察署　〔荒川、尾久、南千住〕 自治体の担当部署　〔 区民生活部　生活安全課 〕

制定
設置
実施

○ 「荒川区生活安全条例」

○ 「荒川区安全・安心まちづくり協議会」

○ 清掃職員による防犯パトロール等

○ 安全・安心パトロール車（青色回転灯装備車両）３台運行中（３６５日体制、午後１時から翌日午前５時まで）

○ 防犯プレート・パトロールベスト・赤色誘導灯の配布、防犯ブルゾンの配付

犯罪情報の発信 ○
ホームページ、区報・ＣＡＴＶ、携帯電話・メール（区内全小・中学校）、地域ポータルサイトからのメールマガジン配
信

○ 防犯灯増設・照度アップ

○ 防犯灯整備・増設

○ 駐車場・駐輪場に青色防犯灯を設置し防犯効果を検証中

自治体による設置

助成制度 ○ 防犯カメラの設置（H16　１商店街１０基→H22　１商店街１２基）

○ 都市計画マスタープランに指針

○ 空き巣対策補助金交付制度（継続実施）

○ 住宅マスタープランに指針

○ 小学1年生に支給

○

学校情報配信システム（全小・中学校）、小学校に「児童安全推進員」を配置、学校安全パトロールの実施（全小学
校）、安全マップ作り実施、学校にインターホンの設置（全小・中学校）、刺股、ホイッスル配備（全小・中学校）、安全
マップの作製（全小学校・全学童クラブ）、保育園見守り実施（全保育園）、学童クラブ・放課後子どもプラン安全推
進の実施（全学童クラブ）、スクール安全ステーションの設置（１１小学校）、「児童安全対策協議会」

その他の取組み ○
防犯セミナーの実施、防犯寄席の実施、防犯アドバイザーの派遣、照度改善・植栽剪定を実施した地域住民に補
助金交付（暗がり地区改善事業補助金）、荒川区安全・安心ステーション（行政・警察・地元の合同地域安全施設4
箇所）

自治体職員によるﾊﾟﾄﾛｰﾙ

警備業者等への外部委託

安全・安心まちづくりに向けた《荒川区》の取組状況

中項目 小項目 概　　　要

防犯パトロール関連の
施策 ボランティア活動助成

その他の取組み

生活安全条例

犯罪に強い環境整備の
促進

道路

公園

駐車場

街頭防犯カメラ

都市計画への防犯対策の盛込み

条例の制定

推進協議会の設置

（注）青字は２３年度中に新規に実施又は実施予定のもの　【平成２３年４月現在】

犯罪に強い住宅の整備
促進

鍵の防犯対策補助金制度

その他

子どもの安全確保

防犯ﾌﾞｻﾞｰの配布等

その他


